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谷口　司会は関西地区の谷口が務めさせてい
ただきます。
　今年も充実した発表がされたわけですが，
昨年９月に今日の報告者３人に東京で集まっ
ていただいて，早稲田大学で打合せをしまし
た。そのため，非常に中身の濃い報告が３本
揃ったと思っています。質疑応答は報告順で
させていただきます。最初に私から読み上げ
て，「補足はありませんか」という形で進めま
す。発言される場合は地区とお名前を述べて
からお願いします。
　それでは最初に，奥谷会員の報告に非常に
多くの質問が出されていますが，３つに分け
て進めたいと思います。１つ目は，所得税法
37条，45条に関する解釈の問題。もう１つは，
それらの条文についての訴訟事件に関する問
題。３つ目は，比較法的な問題。そういった

３分類で質問を整理して進めたいと思います。

条文は「必要経費にならないもの」の立証
を求めている

谷口　まず北海道地区の小関健三会員から，
次の質問が出ております。
　所得税法45条，施行令96条を併せ読むと，
法が定めているのは要旨「家事上の経費のう
ち主たる部分が必要で，その必要である部分
を明らかにできる経費以外の経費は，必要経
費に算入しない」とわざわざ定めているので
あって，ご報告のように何々のみ必要経費に
算入するとはなっていないように思います。
そうすると法律上，建付けからすると，原則
と例外が逆にならないでしょうか。というの
は，これを客観的立証責任の話に置き換える
と，法律が立証を求めているのは必要経費に
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ならないものであって，その立証が不十分だ
と原則通りに必要経費になると考えるのが条
文の建付けに従った自然な思考だと思うので
す。結果はご報告と同じかもしれませんが，
立証責任の分配に何らかの影響を与えると思
うのです。
　そのようなご質問なのですが，小関会員か
ら何か補足はあるでしょうか。
小関　別にございません。
奥谷　ありがとうございます。従来の一般的
な理解の傾向として，家事関連費が原則必要
経費不算入という流れがあると私も理解いた
しました。そういったところで，原則として
家事費，または家事関連費として必要経費に
算入されないことが従来の裁判例等の大きな
流れではないかという理解を前提としており
ます。その上で，基因原則という考え方に基
づいて客観的純額主義，純所得課税の原則と
の関わりでは，これを原則認める方向にして
いくべきではないのかと考えております。そ
の意味で立証責任にそういった理論的なとこ
ろでの影響があり得るだろうと考えています。
まさにご質問いただいておりますように，基
本的な結論，先生の問題関心と同じだと理解
しています。

経費の期間対応と一般対応

谷口　次に，九州地区の末永英男会員から質
問が出ております。
　所得税法をどう理解するか。消費主体とし
ての個人が所得稼得活動として事業を行う場
合，業務と直接関係を持つ支出が事業経費で
あり，業務と直接関係のない支出が家事費で
あると理解しています。そうすると，事業経
費として認められる必要経費は，家事費との
関連で業務に直接関係する支出から構成され

ていると理解できないでしょうか。
　また所得税法37条１項は，昭和40年の改正
の時，法人税法の所得計算を受けて改正され
たのだから，純粋に企業会計の視点で解釈し
てもいいのではないか。「○○に係る……直接
要した」という表現で，また，費用収益対応
に基づいた個別対応の経費を，「○○に係る
……その年における……業務について生じた」
という表現で，費用収益対応に基づいた発生
費用を認める期間対応を表していると理解し
たいのですが。一般対応の経費と呼んだとこ
ろに問題があったのではないでしょうか。お
考えをお聞かせください，ということですが，
末永会員から補足はありますか。
末永　会計学を専門とする立場からすると，
最近の判例は非常に気になるので言わせてい
ただいています。なぜかというと，批判会計
学をやってまいりましたが，経営者の恣意的
な支出による経費問題を，我々は例えば交際
費であるとか広告費であるとか○○準備金で
あるとか，という形でどこまで認めていいの
か，それは利益の費用化だと批判してきまし
た。今回の流れでは逆に家事費の必要経費化
を促すのではないかという危惧を持っている
ので，質問させていただきました。
奥谷　ありがとうございます。まずご質問の
１つ目の，業務と直接関係のない支出が家事
費という点。家事費というのは生計に係る，
生活に関係する部分というところで，業務と
の関係の有無というよりはむしろ生活・消費
との関わりのほうを重視して考えていくもの
ではないかと思っています。そういう点で，
個人の場合にはその両方の要素が混在するも
のが家事関連費という形になってくる。です
ので，家事費と明確になるようなものを必要
経費に算入するような流れで，あるいはそう
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いう理解になってしまうことは問題であろう
とは私も考えています。
　家事関連費となった場合に，これは法人で
は基本的には考えにくいものかと思いますの
で，「利益の費用化」という批判もあるところ
かもしれませんが，ご質問のように法人と同
じような理解に，なるべく個人も近付けるべ
きではないだろうかと。それが昭和40年の改
正で求められていた37条の改正の意図ではな
いかと思っていますので，それに近付けるこ
との１つの方向性として，私は今のところ理
解をさせていただいています。
　そういった意味では，名称が混乱を招いて
いるというご指摘は１つの可能性としてはあ
り得ると思いますので，今後の検討課題とさ
せていただきたいと思います。
末永　会計学をしている者から申しますと，
個別対応・直接対応に対しては一般対応では
なく期間対応なんです。期間対応という認識
を持ってその辺りを考えていただくと，ちょ
っと考え方が違うのではないかというのが私
の意見です。

娯楽的要素の有無

谷口　続きまして，これは家事費あるいは家
事関連費に関する質問かと思いますので今取
り上げたいと思います。
　関西地区の金井恵美子会員から，必要経費
の範囲を考えるにあたって，娯楽的要素があ
るかどうかを検討する必要があるのでしょう
かという質問が出ておりますが，何か補足は
ありますでしょうか。
金井　貴重なご報告をありがとうございまし
た。大変勉強になりました。１つ教えていた
だきたいのですが，先生のご論文の246ペー
ジ，馬券の購入費用について評価されている

ところです。この論文の主張の主要な部分で
はないのかもしれませんが教えてください。
　このページの右側の下の方で，地裁の判断
について，「娯楽的要素が消えたのかは明確で
はないといえる。むしろ，競馬自体には娯楽
的要素が残るようにも思われる。そうであれ
ば，馬券購入費用は家事費と必要経費の要素
を併有する家事関連費に該当することになる
と考えられる」と説明をなさっているところ
です。これは納税者がどのような目的でこれ
を用いたか，すなわち，競馬はそもそも娯楽
のために用意された存在ではございますが，
しかしこの事件の場合には，長期間かつ頻繁
に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購
入，ということで，娯楽を目的に購入したと
は考えられないという事実認定があって，そ
のような目的であるとすれば消費ではなく，
所得の獲得に対する投下資本である，という
判断がなされたのだろうと思います。
　そのような事実認定があった上でも，なお
競馬自体に娯楽的要素があるという理由で必
要経費に入らないという検討をさらにするべ
きかどうかを教えていただきたいと思います。
奥谷　ありがとうございます。「娯楽的要素が
残る」という表現が必ずしも適切ではなかっ
たのかもしれません。245ページの右側で，第
一審判決を一部引用させていただいておりま
すが，「競馬の勝馬投票は，一般的には，趣
味，嗜好，娯楽等の要素が強いものであり，
馬券の購入費用は一種の楽しみ賃に該当し，
馬券の購入は，所得の処分行為ないし消費と
しての性質を有するといえる」と。
　大量かつ継続的・機械的なものであったら，
全くそういった要素がなくなってしまって，
所得の処分としての性質が完全に消えるもの
なのか。そのあたりが必ずしも明確ではない
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のではないかと。そういう所得処分の要素に
結び付ける判断材料として娯楽的要素という
ものを挙げさせていただきました。ですから，
完全に純粋な必要経費といえるのか，どうな
のかというところに，その判断基準で私が十
分に理解できないところがあるという問題意
識を示させていただいたところです。

所得区分と必要経費の範囲

谷口　続きまして，これは訴訟事件との関連
もありますが，必要経費の範囲に関する議論
ということで取り上げさせていただきます。
関東地区の山田二郎会員から，次の質問が出
ております。
　日本における必要経費控除の範囲を議論す
るにあたって，１つ目として弁護士会長事件
と，２つ目として競馬の外れ馬券事件を取り
上げられましたが，１つ目の事件は事業所得
であり，２つ目の事件は雑所得あるいは一時
所得であり，所得区分，所得の種類と強い関
係性があるのではないかと考えられます。す
なわち，１つ目の事件の直接関連性，２つ目
の事件の継続一体性の理解をそれぞれどのよ
うに考えているのでしょうか。１つ目と２つ
目の事件の必要経費の範囲は，他の所得区分
にも一般化できると考えられるのでしょうか，
というのがまず１つ目の質問ですが，これに
ついて山田会員から補足はありますか。
山田　若干補足させていただきます。今ペー
パーを読んでいただいたように２つの最近の
事件を取り上げられたのですが，所得区分と
必要経費の範囲が強い関連性を持っているよ
うに思うのです。弁護士会長事件は，事業所
得の事件であり，それに対して外れ馬券事件
は雑所得あるいは一時所得の事件であったと
ころが，事業所得の事件については直接性を

否定して，所得との強い関連があれば必要経
費として認められるという結論が導かれてい
ると解されます。しかし，外れ馬券の事件は
継続一体的なもので，一体的な支出であった
ということから，必要経費の範囲を外れ馬券
にまで広げたということです。その二つの事
件を並べてみますと，所得区分との関連が強
くにおうのですが，そのあたりはどうお考え
になっているのか。報告の内容は，経費控除
について一般化できるものとしておられるの
かどうか。
奥谷　ありがとうございます。この２つの事
件，確かに所得区分が異なりますので，同列
に比較するものかといわれますと非常に難し
いと思いますが，ご指摘のように所得区分と
経費控除の点，非常に結び付きが強いように
も感じているところがございます。
　ただ，この２つの事件を並べて取り上げた
かった意図は，家事費・家事関連費との区分
が雑所得と判断されたときに，どちらも必要
経費になっておりますが，その点で家事費・
家事関連費の区分が非常に難しいということ
を理解するのに私にとっては分かりやすい判
断内容の事例だったものですから，この２つ
を取り上げました。
　私が報告で申し上げました基因原則という
考え方は，基本的には必要経費，日本におけ
る必要経費というものに対して，一般的に適
用できるものではないかなと今のところは理
解をしておりますが，もう少しそのあたりの
ところは検討をしていかなければいけないと
ころもあります。日本の所得区分という，あ
る意味では特殊な部分もございますので，そ
のあたりもしっかりと今後検討していきたい
と思っています。
山田　必要経費の範囲について，所得区分，
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所得の種類が10種類に分類されているのです
が，その中で一時所得以外は必要経費を控除
するということになっているのに対して，一
時所得だけは必要経費を控除するとはなって
いない。このあたりはどのようにお考えでし
ょうか。
奥谷　とりわけ今のネット競馬の外れ馬券の
訴訟との関わりで感じているところは，何か
しらの所得の処分といいますか，趣味的な要
素があるものの中で所得に結び付いた場合，
全く家事関連費として認めないというような
ところではなく，収入に結び付いている部分
を控除するというようなより強い「結び付き」
を求めているものであって，その点で必要経
費より厳格にというか，狭い範囲での理解が
なされているのではないかと思います。まだ
しっかりと検討できておりませんが，これが
外れ馬券の訴訟から見ている限りの印象です。
谷口　続きまして，山田会員からもう１つ質
問が出ておりますので，それを読み上げます。
　必要経費控除は所得税の課税標準である純
所得，すなわちネットインカムを求めるもの
でありますが，レジュメのおわりに「直接的
な関連性（個別対応の趣旨か）を有するもの
だけでなく，間接的に関連性を有する費用（一
般的・期間的対応の趣旨か）を含めて」とさ
れている趣旨を明らかにしていただきたい。
山田　質問したかったことは，レジュメの４
ページの下から４行目。「業務に基因して生じ
た費用，業務との直接的な関連性を有するも
のだけでなく，間接的に関連する費用も含め
て」必要経費を考えるとというところです。
「間接的に関連する費用を含めて」とお書きに
なった趣旨が，その間接的な費用というのは，
どういうところまで想定しておられるのかを
もう少し補足していただきたいと思います。

奥谷　ありがとうございます。十分に説明を
しきれていなかった点かと思いますが，弁護
士会の会長事件のところで示されていること
を意識しまして，そういった一般的・期間対
応の部分も含むという趣旨で書いたものです。
そういったところまでは，基因原則という考
え方に基づいて含まれていくのではないかと
考えているところです。

「通説」の根拠と上告不受理決定への言及

谷口　続きまして，弁護士会長事件に関する
質問があります。九州地区の山本洋一郎会員
から，東京高裁平成24年９月19日の判決につ
いて上告不受理決定が平成26年１月17日に出
たことをフォローすべきだったのではないで
しょうかという点が，まず１つ目として出て
います。関連していますのですべて読み上げ
ます。
　２つ目として，従前の判例の分析もしてお
くべきではなかったのでしょうか。すなわち，
大島サラリーマン訴訟の高裁判決（大阪高判
昭和54年11月７日）には「直接あるいは間接
に支出を余儀なくされたもの」と判示してい
ます。それから，直接性を要するとする地裁
判決のほとんどが収入に関するもので，支出
ないし経費に関するものではないという点を
指摘しておられます。
　３つ目の質問というかコメントですね。判
例評釈として，当該事件に直接関与した弁護
士の評釈が不足しているというコメントをい
ただいています。１つ目として，日税連監修
『月刊税理』平成26年４月号には，三木義一・
山本洋一郎らの評釈「弁護士必要経費事件の
確定と実務への影響」が既に出ています。そ
れから，２つ目として租税訴訟学会編『租税
訴訟紀要』平成27年８月号に山本洋一郎が評
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釈「弁護士会活動費用は必要経費に当たる」
を書いています，というコメントも含めた質
問が出ておりますが，山本先生，何か補足は
ありますか。
山本　この事件は日本弁護士会の税制委員会
の委員が，公的な取組みとして全員で取り組
んだものです。税制委員会の主要メンバーは，
本会の山田二郎先生，水野武夫先生，それか
ら三木義一先生，その他たくさんの方々が名
を連ねております。
　まず，奥谷先生の議論の大前提が，誤りも
しくは不正確なのではないかと。具体的に申
し上げますと，論文の229ページの右下から３
行目，230ページの左上から８行目，236ペー
ジ左下から９行目，241ページ右上３行目，
243ページ右下から10行目に，“これまでの判
例や通説では，直接の関連性を要求してきた”
という記載で，奥谷先生の論文全体がその通
りで貫かれております。逆にいいますと，そ
のような中にあって，唯一，例の東京高裁判
決が異端児のごとく登場したというような論
調であろうかと思います。
　まず１点，学説について，「通説」と判断さ
れた根拠は何なのか。まさに金子先生の租税
法の教科書にはそう書いてある。しかしそこ
には根拠は一行も書いていない。我々弁護団
としては，初版本に遡って調べましたが一行
も書いていない。「直接」と無前提に書かれて
いる。そしてまたそれを，無前提に金子先生
が書かれたのだからということで，教科書に
引用している学者が数名いらっしゃる。他の
学者は問題意識すらなくて，取り上げてもい
ない。というのが学説の実状です。
　そうしますと，このような結論が書かれて
いるという程度で，どうして通説になるのか。
もっとも私が税務訴訟をやっている時は，金

子先生の教科書に書いてあるのが通説だとい
って課税庁をいじめておりますが，ことここ
に至りまして，この問題に関しては立場が金
子先生の教科書と逆ですので，それが１点。
　それから，第２点目が判例です。これまで
の判例は直接の関連性を要求してきた，この
点についてどこまで判例を調べられたのか。
私どもは全部調べてあります。高裁判決は２
個あります。１個が大島サラリーマン訴訟の
高裁判決で，その判決の理由の中に，「直接あ
るいは間接に支出したもの」という表示がな
されています。もう１つの高裁判決（東京高
判昭和53年４月１日）は，「直接」と単に書い
ています。ただし，この２つの高裁判決とも
に，いわゆる傍論のものでございます。地裁
判決については意外と少ないんです。「直接」
がいるのだと書いてある地裁判決は４個だけ
が国の上告受理申立書で引用されています。
そして，その地裁・高裁のかなりの部分はど
ういうわけか弁護士の収入とか日当とか，そ
ういう収入に関しての争いの事件の中で，傍
論として経費のことが出てくるという扱いに
とどまっております。大学の先生から「判例
があります，通説です」といわれると，税理
士さんたちが本当かなと信じちゃうので，そ
れが２点目の指摘です。
　３点目が，この高裁判決について最高裁の
上告不受理決定が出たということが一行も書
かれていないのが全く理解できない。古い文
献だけで書かれた論文ではないかと思ってお
ります。平成26年１月17日に最高裁の不受理
決定が出ています。これは先ほど谷口先生が
読み上げてくださった三木先生と私がそれぞ
れ『税理』や『紀要』で書いた中に具体的に
載っています。
　しかも，上告受理申立及び不受理決定って
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一体何なのかというのを税理士さんとかは一
般にご存じないのですが，あるいは税法学者
と称する人の中でもご存じない方がいらっし
ゃるのかもしれませんが，上告受理申立の理
由というのは２つしかないんです。
　理由の第一が民訴法199条１項の「法令の解
釈に関する重要な事項を含むこと」。これを本
件上告受理申立でも課税庁が主張し，金子宏
先生の本を引用しました。理由の第二が同項
の「最高裁（これがない場合は高裁）の判例
と相反すること」です。これも本件上告受理
申立で課税庁が主張し，先ほど私どもがいい
ました地裁と高裁の課税庁に有利なものだけ
を引用しました。
　この２つの理由による上告受理申立に対し
て，最高裁が不受理決定をしたということは，
「法令の解釈の誤り」はない，「従前の判例に
反するもの」もない，ということで，最高裁
が確定させたということになります。不受理
決定が出たわけです。
　それから次に，税制調査会の昭和38年の答
申の件なのですが，この引用のされ方も何だ
か唐突で。そこの中の一文に着目されてドイ
ツに論及されたことは，私としても評価させ
ていただいているところなのですが，私ども
が闘ったのは，１つが立法の趣旨経緯で，ま
さに税制調査会答申は三木先生を中心に引用
して闘ったんです。これは争点整理の事例の
紹介の中に出てきておりますが。それからも
う１点が…
谷口　質問に書いていないのは準備不足にな
りますので，攻撃と防御の観点から不意打ち
を避けるという趣旨で，質問書の範囲でお願
いしたいと思います。
山本　それでは，今の点はそういう意見をつ
いでにいわせてもらったということにいたし

ます。
　あと，この質問書には直接は書かなかった
のですが，間接的に書いたつもりなのですが，
論文の中に「画期的だ，画期的だ」と書かれ
ているが，どういう点で画期的なのか。それ
は先生がおっしゃるように従前の通説・判例
の中にあって，異端なするがごとき判決が出
たこと自体が画期的なのか，そうではありま
せん。
　私どもが思っているのは，まずは課税庁の
実務の現場では必要経費となるには，事業・
業務と「直接」関連があることが必要なのだ
と戦後ずっと言ってきているんです。それを
このたびの高裁・最高裁が正面から争点にし
たうえで，「直接」のしばりは必要ないという
ことで決着を付けたという意味で，画期的な
のです。しかも，弁護士会活動だけの事案に
とっての経費性の問題ではなく，37条の事業
者全般にとって直接的なものに限られるかと
いう法令解釈全般が論点の問題なので，この
点で画期的なのだと思っています。
奥谷　非常に厳しいご指摘をいただきまして
ありがとうございます。私が判決をどの程度
見たかといわれますと，先生ほどすべてのも
のを見たという自信はございません。いくつ
かの古いものも含めて調べたところで，ご指
摘のような高裁の判決，それから地裁判決の
傍論で触れられているものも目にした記憶は
ございます。金子先生の教科書，それからい
くつかの教科書で触れられている。逆にそれ
以外の触れ方があまりなされていない，どう
してかという理由を本来は追求すべきだった
のでしょうが，今回は見落としておりました。
通説，あるいは傍論の中でも「直接」という
地裁の判決が非常に多く，判例の流れという
書き方をさせていただいています。その表現
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の仕方が不適切というご指摘をいただいたこ
とは，私の不勉強ですので，そのご指摘は受
け入れさせていただきまして，今後研究の場
ではより慎重な表現を使いたいと思います。
　「不受理」という言葉の意味合いですが，先
生にお教えいただいたことを承知をしている
つもりではありましたが，問題意識がどうし
ても高裁の判決文の中身，判決で示されたこ
の「直接」というものを問わないといったと
ころを分析したいと意識が集中してしまいま
して，私がその点本来ならば明記しなければ
いけなかったところを明記できなかった。そ
の点も反省しております。
　色々な評釈等でまさに画期的，先生が先ほ
どおっしゃいましたように，戦後のところで
ずっと「直接」というように求められてきた
課税実務，そういったところが覆されたとこ
ろで，それを覆した理論がどういうものなの
か。そこの部分を一番検討したかったために，
このような形になりました。先生にご指摘い
ただいた不十分な点，繰り返しになりますが，
私の今後の研究の中での反省として十分に生
かしたいと思います。ご指摘どうもありがと
うございました。

家事関連費区分の合理的な基準

谷口　次に，同じく弁護士会長事件に関する
ご質問ですが，中部地区の伊藤雄太会員から
次の質問が出ております。
　東京高裁の平成24年９月19日判決は，一般
対応の必要経費につき，直接性を不要とする
ことを確認した点では評価できるが，反面，
家事関連費の事業部分について「明確に区分」
のハードルを高めたのではないかとの感想を
持っています。多少でも家事に関連すると理
屈付けが可能であれば，区分が明確でないこ

とをもって否認し得るのではないかと懸念し
ています。先生も合理的な基準を用いて，業
務に基因する部分を分配し，控除すべきと主
張しておられますが，その合理的な基準とは
どの程度の合理性を考えておられますかとい
う質問ですが，補足があればお願いします。
伊藤　中部地区の伊藤雄太でございます。問
題意識は今読み上げていただいた通りでござ
います。設例として私が例えばで想定してお
りますのは，事業と家事に用いる自動車にお
いて，世間一般には走行距離によって按分す
るということが多いのではないかと感じてお
ります。ただ，例えばある事業者が，事業は
主に都市部を走り，家事は主に郊外を走ると
いう理由で，走行距離で仮に按分すると事業
３，家事７なのですが，燃料消費量で按分す
れば事業７，家事３であるとして，燃料消費
量を採用して減価償却費その他の必要経費を
７・３で按分した場合にも否認される可能性
が出てくるのではないか，ということを懸念
するわけです。またこの割合を，その事業年
度ではなく，前年のデータとして当年に適用
した場合にも，やはり否認の可能性が出てく
るのではないかと。いずれも施行令96条の要
求する立証が不足とされますと，それを以っ
て全額否認とされる可能性が出てくるのでは
ないでしょうか。その点で先生のご主張と現
実とでギャップが出るのではないかという懸
念も含めてお尋ね申し上げます。
奥谷　ありがとうございます。ご指摘の家事
関連費のハードルを明確に区分できるかどう
かのハードルを高めたのかどうなのかという
のは，非常に難しいところがあると思ってお
ります。一次会の費用で金額が相当であれば
という言い方をしているところがありますの
で，この点からすると従来通りのものと考え
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ることもできるのではないかと思いますし，
そうなってきた時に必ずしも高めと明確な区
分だけを求めているようにも見えないところ
があるようには思います。その点では，もう
少しこのあたりも検討しなければいけない重
要な問題であろうとは思っております。
　ただ，先生の今の補足説明でいただいたよ
うな，私の理論的な関心だけでは到底想像も
付かない，あるいは判断ができないような実
務上の問題というのが現実にあるということ
がよく分かりましたので，そのあたりは承知
している限りのイメージとしましても，非常
に個別の事案の中で複雑で，一律に明確な基
準を作って判断できるのかというところは，
非常に難しいと思っております。その点でそ
の合理性をきちんと主張・証明ができればよ
しとするのか，どういう形を合理的な基準と
して設定すればいいのかというのは，やはり
色々なケースがありますので，そのあたりの
ところをまだまだ検討しなければいけないの
でしょうが，私のように実務的な部分を分か
っていない者が検討できるものなのかも含め
て少し考えさせていただく，今後の課題とさ
せていただきたいところです。回答になって
いないかもしれませんが，そういったところ
でご容赦いただければと思います。

まずは事業所得該当性の判断から

谷口　奥谷会員が取り上げられましたもう１
つの事件，外れ馬券事件，あるいはネット競
馬払戻金訴訟について関西地区の田中治会員
から質問が出ております。
　外れ馬券事件において，家事費と家事関連
費との区分は論点の１つとはいえ，中心的な
争点とはいえないのではないでしょうか。家
事費・家事関連費の問題とした場合，所得計

算において控除すべき金額は，当たり馬券の
購入費を含めて一切認めないということにな
るのでしょうか。その場合，どの所得区分の
どの規定によるのでしょうかというご質問が
出ておりますが，補足がありますでしょうか。
田中　関西地区の田中です。一時所得につい
ての理解の仕方ですが，それは家事費・家事
関連費との意識で作られているというよりは，
一時所得そのものは元々いわゆる棚ぼた式の
所得を想定しているから，それが娯楽費用に
使われているかどうかではなくて，費用は普
通は想定されない。このように，娯楽だから
想定されないというよりは，竹藪を散歩して
いて，１億円を拾い結局持ち主が出なくて自
分のものになる場合などが示すように，その
収入を得るために必要な支出は普通はあり得
ないというようなことかなと思っているので，
そのあたりのイメージが少し違うのかなとい
う意識があったのです。
　これは先ほどの金井先生のご質問とほとん
ど重なっているかと思いますが，まず前提と
して，事案そのものからいうと，そもそも一
時所得か雑所得かという問題設定が本当にそ
れでいいかが問題になるべきです。10種類の
所得の所得区分の該当性は，まず最初の８種
類に該当するかどうかで，東京の林先生も書
いていらっしゃったと思いますが，まず事業
所得該当性ということを本来ならば考えても
いい問題かなと思うんですね。それに当たら
ないから一時所得に該当するかどうか。それ
にも当たらないから雑所得かという処理の手
順からすると，上記の所得区分該当性がこの
事案の基本的な争点かなと思います。家事
費・家事関連費という問題意識はよく理解で
きるのですが，このいわゆる外れ馬券事件に
対応させるというのは，やや現実の争点から



シンポジウム

192　税法学576

は外れていると感じます。
　さらに，もし本当に娯楽性のものは一切認
めないといえば，場合によっては，一切の支
出ないし経費は認めないという議論になりか
ねない。そういうことをも想定された議論を
なさっているのか。つまり，奥谷先生の議論
の射程とか問題設定に関して，理論的にあり
得る選択肢とか，理論的に問うていく道筋と
いうのは十分理解可能なのですが，現実にそ
れを現場で当てはめると，むしろ今の検察庁
や課税庁も考えてもいないような，「それ全部
娯楽ですね，だから費用や支出は一切認めま
せん」ということになりかねないなという思
いが，老婆心ながらあったという趣旨です。
奥谷　ありがとうございます。当初私も，先
生がおっしゃったように一時所得は棚ぼた式
のものだろうという理解をしておりました。
ただ，こういう事件が出てきた時に，それこ
そ教科書的なものとして私もずっとそのまま
理解していたことでいえば，当たり馬券の購
入費は経費になる，収入を得るために直接要
した金額であるということで控除できるとい
うことからすると，そういった家事関連費，
あるいは本来認められないものが収入へと結
び付いているから，その部分は控除される余
地があるのかというイメージが新たに生まれ
たわけです。
　ただ，本来は事業かどうかというところか
ら行くというのは，おっしゃる通りだと思う
のですが。この２つの事案は，そちらを選択
せずに，あるいは該当しない別の理由があっ
て「一時」か「雑」かで争われている。そし
て雑所得になったら必要経費になって，外れ
馬券が控除できる。一時所得だったら外れ馬
券が控除できない。ここがスタートにあるよ
うな気がするところもあるわけです。この考

え方だけで行くと，外れ馬券というのは，少
なくとも高裁がいっているように，直接収入
に結び付いているようなものではないと思う
んですね。
　ですから，そうした場合に，裁判官の意見
にもありましたような形でいくと外れ馬券に
ついての必要経費性が否定されるということ
になると，一時所得か雑所得かを争う意味と
いうのがほぼなくなってくる可能性もあり得
るのではないかと思って，そのあたりが非常
に難しい問題といいますか，家事関連費と必
要経費というものを考える問題意識として改
めてこの判決を見直した時に，そういったと
ころに，自分の中で気になるポイントがあり
ました。
　ただ，全くこれで必要経費にならない，控
除してはいけないという方向で考えているわ
けではなく，むしろ事業性なり一体性がある
ものをなんらかの経費性が認められる余地は
ないのか，経費性を認める論理というものが
あるのではないかと思って，またこれは考え
ていかなければいけない問題だと思っていま
す。

純額主義から見た源泉徴収

谷口　続いて理論的，あるいは比較法的な関
心からのご質問です。４人の方からの質問を
取り上げたいと思います。最初に関西地区の
村井正会員から次の質問が出ております。
　純額主義が正しいとして，次の場合にどう
証明するのでしょうか。芸能人等が日本に滞
在し，巨額の所得を稼得し，しかも巨額の必
要経費が見積もられるような事案においても，
現行法は20％の源泉徴収のみを行っています。
ネットではなく，グロスの所得に課税するこ
との正当性はあるのでしょうかというご質問
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ですが，村井先生から補足はありますか。よ
ろしいですか。
奥谷　ありがとうございます。源泉徴収の段
階でのネットに対する課税というのは果たし
て純額主義の観点から正しいのかを純粋に考
えれば，やはり問題があると思っております。
他の方の質問にも関わってくるところですが，
給与所得控除のような概算の控除もその正当
性はもう一度考え直さなければいけない問題
だと思っています。とりわけご指摘をいただ
いた源泉徴収等については，場合によっては
申告をして実額で，ということを考える余地
があるのでしょうが，国際課税という部分に
なってくると，より一層その点の是正の可能
性が難しくなるようには思いますので，その
点での問題は非常に大きくなる。この問題意
識は持っております。ただ，今回は私の能力
が及ばずそこまでの検討ができておりません
ので，ご指摘に関しましては，同じような問
題意識を持っておりますので，今後また考え
させていただきたいと思います。
村井　これは抽象的な事例ではなく，実際に
ドイツで問題になった事件です。かつてアメ
リカの芸能人マイケル・ジャクソンのドイツ
公演がきまっていたのですが，その直前にド
イツの源泉徴収税率が引き上げられたため，
租税負担が激増し，マイケルのような大仕掛
けの舞台セットから多人数の出演者まで大移
動をする公演になると，之に要する経費がば
かにならず，むしろネットの所得で計算した
場合と比べて余り変わらないとすれば，グロ
スでの源泉徴収は，メリットがないという理
由でマイケルはドタキャンをしてしまった。
時の財務大臣は，マイケルへの公開質問状の
中で，場合によっては，ドイツの居住者と同
様に，必要経費の計上を認め，ネット所得計

算を許容するとまで提案したのです。その後
ドイツ法がどうなったのかは，調べておりま
せん。源泉徴収は，徴収の便宜とはいえ，そ
ういった不合理性を内包しているのです。
　このような事例は，我が国でも起こり得る
ことです。例えば，ベルリン・オペラが日本
公演をするとしたら，マイケルの場合と同様，
相当大仕掛けの舞台装置が想定されるので，
グロスを前提とした源泉徴収課税であれば，
マイケルと同じような問題が生じ得ると思い
ます。やはり理論的には，純額主義が筋が通
っていると思います。以上蛇足ですが，申し
上げておきます。奥谷会員の先ほどのお答え
で結構です。

基因原則の広がりと影響

谷口　続きまして，ドイツの基因原則につい
て３人の方から質問が出ております。関西地
区の田中治会員から次の質問が出ています。
　ドイツの基因原則による基因と支出の必要
性との関係についてお聞きします。もし基因
原則が因果関係の存在を厳しく問うことにな
れば，必要経費の範囲が狭くなるのではない
でしょうか。必要経費の理論は支出が事業に
必要かどうかであり，因果関係や効果は問わ
ないのではないでしょうかというご質問です。
奥谷　ありがとうございます。因果関係の結
果のところまでは恐らく求めていないのだろ
うと思います。といいますのは，事業に基因
したけれども損失に結び付く場合もあります
ので，そういった場合に控除を認めないとい
うものではありませんから，因果関係を厳し
く問うことにはならないと思っています。そ
の点では必要経費性を事業に基因するから必
要なものであるという理解をしていくべきだ
ろうと思っています。先生のご懸念のような
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ことにはならないと思っています。
谷口　お２人目。関東地区の青栁達朗会員か
ら次の質問が出ております。
　個人が消費の主体でもあることから，現在
の所得税法は費用について純資産増加説で判
定し，他方，家事費は控除しないとの原則を
立て，家事費等の判定は厳格に行うというよ
うなアプローチを採用していると考えられま
すが，基因原則により家事関連費の控除を認
めるということになると制約の枠組みがなく
なり，家事関連費が無制限に必要経費に混入
される恐れがあるのではないでしょうかとい
うご質問です。基因原則を質問内容の中心と
理解してここに整理したのですが，補足はあ
りますか。
青栁　要は基因原則というと，因果の連鎖は
どんどん果てしなく広がってしまうのではな
いかという点をお聞きしたかったわけです。
奥谷　ありがとうございます。連鎖で無制限
に広がるということはないのではないかと思
っています。その基因性をどこで制約するの
かも，やはり基因原則でのご質問いただいて
いる内容との関わりでも，合理的な区分や基
準において基因性の連鎖がどこで断ち切られ
るのかということ。これも家事関連費との関
係では今後さらに詰めていかないといけない。
私自身が検討していかなければいけない課題
として認識をしているところです。
　必ずしも過去に，先生がおっしゃるように
無制限になるということは，見た限りのドイ
ツの文献においても認めていないと記憶して
いますので，そういったところでの連鎖がど
こで断ち切られるかということを同様に今後
検討させていただきたいと思っているところ
です。
青栁　要は，直接な合理的基準というのは判

定が難しいので，片方で家事費の控除が認め
ないとして，その家事関連費という枠を両面
からのアプローチによってその境界線上を判
定するようになっていると思うので，片方か
らだけを中心に基因性をやっていくと無制限
にこちらに連鎖が踏み込まれるのではないか
という気がしたのです。
奥谷　まず私的な部分から，生活から基因す
る部分も考えなければいけないのだと思いま
す。ですから，家事関連費は職業活動，事業
活動に基因するもの。家事費は私的生活から
基因するものという理解をしていくと，どこ
かで重なってくる部分，グレーゾーンが出て
くるので，そこの合理的な基準を考えなけれ
ばいけないと思っておりますので，先生のご
指摘は承って検討させていただきたいと思っ
ております。
谷口　それでは３人目ですが，中部地区の伊
川正樹会員から次の質問が出ております。
　基因原則に基づいて我が国の必要経費の範
囲を検討すると，給与所得控除，及び特定支
出控除の範囲にも影響が及ぶのでしょうかと
いうことですが，この質問の趣旨も含めて何
か補足があればお願いします。
伊川　中部地区の伊川でございます。私の質
問は，今谷口先生に読み上げていただいた通
りですが，趣旨も含めて若干補足させていた
だきます。
　今回，必要経費の問題を取り上げられまし
て，そして給与所得控除，あるいは特定支出
控除の議論というのは，大島訴訟以来，給与
所得者に対する給与所得控除の中身が，必要
経費との関連性も指摘をされているところで
す。今回の奥谷会員のご主張である基因原則
から考えていきますと，所得区分はまた違う
のですが，やはり趣旨が共通しているという
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ことで，給与所得控除や特定支出控除に何ら
かの影響を及ぼすのでしょうかというのが質
問の趣旨です。
奥谷　ありがとうございます。給与所得控除
の中での必要経費の概算控除といわれる根拠
の中に，やはり家事関連費的な要素の部分も
あるという指摘があったかと記憶しています。
そういったところからいいますと，従来の考
え方からすると，家事関連費として控除され
る部分が広がり得るのではないかと思ってい
ますので，その部分にも影響があるかと思い
ます。しかし，先ほどの村井先生のご質問に
も少し申し上げましたが，果たしてこういっ
た概算での経費控除自体が純額主義との関わ
りで問題がないのかといわれれば，そちらに
も問題意識もございますので，そのあたりか
ら考えると，むしろ例えば給与所得控除だと
減額してしまって，実額控除への選択の道を
残すとか，様々な立法政策的な解決，考えら
れる選択肢等はあり得ると思っています。
谷口　それでは続きまして，同じく中部地区
の伊川会員から，ドイツにおける控除概念に
ついての質問が出ておりますので読み上げま
す。
　ドイツにおける控除概念が変遷したとのこ
とですが，その背景はどのような事情や検討
があったのでしょうか。それともう１つ，ド
イツにおける控除概念は，元来所得概念との
結び付きが強かったとのことですが，市場所
得説との関係では控除概念はどのように議論
されているのでしょうか。
奥谷　ありがとうございます。ドイツにおけ
る控除概念の事業支出と必要経費の統一性に
関しましては，どちらも純所得を計算するた
めに控除が必要なものであるにも関わらず，
所得分類によって控除される支出の範囲が異

なること，これは平等原則に反するのではな
いかといった訴訟の提起があり，そこから平
等原則との関わりで同じに理解をすべきだと
いう判断が，こういった理論的な展開があり，
現在では基因原則が必要経費に及ぶ。いわば
原因的な必要経費概念ですね。目的的な必要
経費概念が，原因的な必要経費概念へ変遷を
遂げたと理解しております。市場所得説は，
そういった現状を踏まえての所得概念として
の提唱された学説ですので，市場所得説は初
めから市場での経済活動に基因する支出を控
除するという形で基因原則を採用していると
理解しています。

譲渡所得の取得費加算

谷口　奥谷会員に対する質問は以上です。続
いて，福岡会員に対する質問です。関西地区
の八ツ尾順一会員から，次の質問が出ており
ます。
　相続人が被相続人の含み益のある土地を譲
渡した場合，相続税と所得税の二重課税が発
生すると考えると，これを解消するためには，
相続人の譲渡所得税を課税しないということ
なのでしょうか。または相続税の負担部分を
譲渡所得税の計算上，取得費に加算するので
しょうか。いずれが良いと考えるのでしょう
か。また，相続において例えば配偶者控除を
適用して，相続税の負担が発生しないケース
でも，相続人の譲渡所得税は課税しないので
しょうかというご質問です。
福岡　八ツ尾先生ありがとうございます。ま
ず第１点，要するに相続人に譲渡所得税を課
税しない。結論から申しますと先生が２番目
にいわれていることが答えなのですが，１番
の譲渡所得税を課税しないことかという点に
ついては，これは相続税の課税価格に算入さ
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れた金額の部分については，譲渡した時に課
税しないという意味に受け取ったのですが，
そういう意味で裁判を起こしたのが平成25年
７月20日の東京地裁判決なんです。これは相
続税の課税価格が四千何百万で，譲渡したの
はそれより金額が少なかったので，もう相続
税の課税価格に入っているから，譲渡所得税
を課税すると二重課税になるといって起こし
た裁判です。
　これは１番目の考え方だと思うのですが，
私はそうではなくて，いわゆる相続税が課税
される際に，将来発生する潜在的所得税債務
（という言葉で説明をするのですが，）につい
ては本来課税するのはおかしいのではないか
と。なぜならば，先に相続の前に譲渡をして，
譲渡所得税を払って，残りの金額が相続税の
対象になるのとアンバランスがあって不合理
ではないかと。そういう考え方になって，こ
れが潜在的所得税債務の控除問題であるとい
われた税大の教授は，相続税の評価をする時
に，この部分を控除して計算すれば済む話だ
という結論だったのですが，それについては
やはり現実問題として困難な点があるので，
事後的に解決する方法として取得費加算をし
てはどうかというものです。後段の「また相
続において」というのは，もちろん配偶者控
除によって相続税がゼロの場合は，そのまま
譲渡所得税を課税しても何ら問題はないとい
うか，これは当たり前のことだろうと思いま
す。
八ツ尾　今ご説明された，将来発生する譲渡
所得の計算に際して所得税債務を取得費に加
算して控除するというのは，相続の物件を譲
渡した時に相続税を取得費加算するという現
行の制度に類似したものを考えてよいという
ことなのですか。

福岡　取得費加算制度そのものが不合理な課
税を解消するために役立っていると思うので
すが，３年しか認められていません。
八ツ尾　そういう制約はあるのですが，基本
的に考え方は取得費加算と同じような考え方
ですか。
福岡　そうです。取得費加算制度を改良すれ
ばきちんと排除できると思っています。
八ツ尾　最初の事例ですが，結局相続の直前
に被相続人が譲渡した場合と相続人が相続し
て，その後に譲渡した場合というのは，基本
的に事実が違うということです。したがって，
日本では未実現利益に関しては基本的には課
税しないということですから，ある程度割り
切って，そこは事実が異なるということで，
相続の前に譲渡した場合とそうでない場合を
実質的に同じだというレベルで議論するのは
妥当かどうかをお聞きしたいのですが。
福岡　妥当かどうかというのは，はっきりい
って私もよく分かりません。ただ，現実問題
として，税理士がクライアントに説明する時
に，普通は実際の売る値段に比べて相続税評
価額は低いんです。だからあまり問題になる
ことはないのですが，相続税評価額が，実際
に時価額の低下に追い付かないような時代が
ありました。つまり，売る値段と相続税評価
額がほとんど等しい時代があったわけです。
そうなると，死亡前に売って税金を払えば，
相続税はそれだけ安くなりますよということ
を，やはりいわざるを得なかったわけです。
色々な考え方がありますが，実際の時価と相
続税評価額はかなり乖離があるじゃないかと。
だから，こういう論理はあまり妥当しないの
ではないかとおっしゃる意見については，そ
れは確かにその通りなのですが，仮に相続税
評価額と時価が同じであった場合は，やはり
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不合理な差が出てくるのではないかと思いま
す。
谷口　続きまして，今の取得費加算制度につ
いて，関東地区の青栁達朗会員から次の質問
が出ております。
　取得費加算制度を全面的に取り入れるとい
う主張のように思われますが，期間を無制限
にするということなのでしょうか。
福岡　そうしないと潜在的所得税債務につい
て二重に課税される部分がある。そういう状
況を解消できないのではないかと思います。
３年間，創設当初は２年だったのですが，３
年10か月に限って取得費加算制度を創設した
理由は，相続直後に売った場合に税金が高す
ぎるという納税者の意見。それに答えるため
という理屈付けだったみたいで。潜在的所得
税債務をきちんと控除するためとか，二重に
課税される部分を排除するためといった議論
は行われていなかったようですので，これを
無制限にするというのは，理論上おかしくな
いのではないかと思っています。

みなし譲渡所得の採用

谷口　続いて同じく青栁会員から，次の質問
が出ております。
　みなし譲渡課税を復活するということにつ
いてはどのように考えられますか。みなし譲
渡を採用すると，所得税分の金銭納付が困難
になる可能性から，復活は困難として昭和45
年改正では採用されなかったのでしょうか。
選択適用等の採用により，ある程度解決可能
ではないかと思えるのですが，どう考えられ
ますかということですが，何か補足はありま
すか。
青栁　いえ，ございません。
福岡　これはおっしゃる通りだと思います。

みなし譲渡というか，相続の時に譲渡所得税
を課税して，そしてそれを債務控除として認
めるというのは，理論的には一番優れており
ますし，シャウプ税制でそういったものが採
用されたわけです。
　それではなぜそれが復活しなかったかとい
うと，277ページの下から９行目右の欄から少
し書いているのですが，昭和45年の改正税法
のすべての中で税制調査会の答申が，「さら
に，「この場合の調整方法として税制調査会で
検討されたのは，次の４つの方法でした」と
して，①相続財産を処分した場合，譲渡所得
の計算上，相続税評価額を取得価額と見なす
案　②相続財産を処分した場合，譲渡所得の
計算上，その相続財産に係る相続税額を取得
費に準じて差し引く案　③相続税課税に際し
て，被相続人の譲渡所得税額を計算し，これ
を相続税評価額から債務控除として差し引く
案」これが先生がおっしゃっている案ですね。
「④上記③の方法と，現行の取得費引継ぎ方法
を選択する案」という４つの案が出されまし
て，③④の案は税制上，確かにおっしゃる通
り一番理論的だと思いますが，シャウプ勧告
に基づいてなされた方法と大同小異であり，
納税者の批判の解消にはほとんど役立たない
と思われる難点があり，①の方法は……とい
って結局②の案によって負担調整を講ずるこ
ととされたと。
　シャウプ税制のみなし譲渡を廃止した時の
根拠というのが，要するにこんなことが書い
てあったのですが，実務をやっていて「やは
り困るよな」というのが私たち税理士として
の感覚です。といいますのは，例えば，相続
財産がほとんどアパートだけだった時に，仮
にそれが4,500万円の相続財産であったとしま
す。これは相続人が１人の場合でも，基礎控
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除は3,600万円を差し引きますので，相続税は
900万円×10％＝90万円で済むんですね。現
金はあまりないんだけど，アパートの所有が
あるから，90万円ぐらいの相続税はしょうが
ないから払わないといけないですねという説
明をするんですが，その時に譲渡所得税が
4,500万円に対してかかるとなると，900万円
ぐらいの税金を払わなければいけないんです。
お金が全然ないのに譲渡所得税を払う。それ
はやっぱり大変じゃないかというのが実感で，
シャウプ税制を廃止したのはそういうことが
あったのだろうと思います。
　では，一番論理的なその方法をもう少し改
良することはできないのかということで，私
と江崎先生で長崎年金訴訟の裁判をしながら
論議したんですが，江崎先生は相続時に譲渡
所得の課税をして，納税額はこれを売却する
までその納税を猶予する制度を作る。これだ
ったらいいだろうと。それはいいですねと思
って，なるほどと思ったのですが，実際に考
えてみると，それだったら相続の度に必ず譲
渡所得の計算をしなければいけないことにな
りますよね。どんな小さな相続でも。現状は
相続税が課税される割合というのは５％ぐら
いですから，圧倒的に少ないんですね。とこ
ろが相続の度にどんな小さなものでも，不動
産を持っている人の場合は，譲渡所得税の申
告をして，納税猶予制度を受けることになり
ます。そうなると，事務処理の点において，
納税者も大変だし，国税の方も大変じゃない
ですか。やっぱり現実的じゃないような気が
しますという話を裁判時に言ったことを覚え
ています。これが回答になっているのかどう
か分かりませんが，そういうことだと思いま
す。
　それと選択適用ですね。選択適用でももち

ろん可能だと思われますが，やはり，ただ選
択適用して取得価額に引き継ぐ方式を選択し
た方は，結果として多い相続税を払ってしま
うことになる。そういうことで，税制調査会
でも多分そういう論議があったのかは分かり
ませんが，①番と③番と④番の制度は採用さ
れなかったということで。詳しい原因につい
ては私も分かりません。

担税力を超える課税

谷口　それでは中四国地区の小塚真啓会員か
ら３点質問が出ております。１点ずつご回答
いただくようにします。
　まず被相続人や贈与者の下で生じた増加益
に対して相続税・贈与税を課した上に，さら
に所得税の課税が行われること一般について，
担税力を超える課税が行われると考えられる
のでしょうか，ということです。
福岡　現在の制度では譲渡所得税は税率が20
％で，所得税55％を上乗せして考えたとして
も，100％を超えることはないですから，一般
的にこれは担税力を超える課税が行われると
は考えておりません。しかし，相続税のうち，
要するに将来の所得税債務を控除しないで課
税して，その後所得税をそのまま課税すると
いうのは，やはり不合理ではないかと思いま
したので，こういう論文を書きました。
小塚　担税力を超える課税が好ましくないと
いう点と，もう１つは合理性があるかどうか
という点の２つの軸があるような感じがした
のですが。そういう意味では，やはり別々な
問題として，つまり担税力を超えているわけ
ではないが合理的ではない課税と，担税力が
ないところに課税になってしまうという２つ
の場合があって，どちらとも問題視されてい
るということでよろしいでしょうか。
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福岡　そういうことです。合理的でない課税
制度によって，仮に100％を超えるような課税
が行われた場合，これは違法ではないかとい
うものです。
谷口　２つ目の質問です。〈設例〉②の著作権
の事例は相続税の課税の時点で将来の収入を
もって評価・課税したにもかかわらず，収入
が生じた時点での所得税の課税が行われる点
で，かつての生命保険年金の取扱いと似てい
るように思われますが，福岡会員も同じよう
に考えられるのでしょうか。また，著作権は
減価償却資産に当たらないとされているので，
取得費加算をしても納税者の救済は困難にな
ると考えられますが，そうすると生命保険年
金と同様に，一部非課税とすべきだと考えら
れるのでしょうか。
福岡　ありがとうございます。これは非常に
私の未熟な点を指摘していただいて冷や汗も
のだったのですが。最初に高裁に準備書面を
書く時に，担税力を超えるような場合がある。
税率が70％ぐらいの場合は100％を超えてしま
うというのを書いて，その当時は相続税も所
得税も50％・50％だったんですね。ですので，
100％を超える課税はどんな場合であっても起
こらないんです。ところがその時に考えたの
ですが，これが55％になったら100％を超える
場合があるなと思って，何が一番可能性があ
るのだろうと思ったのが「著作権」だったん
です。著作権とか特許権とか実用新案権とか，
いわゆる無体財産権については取得価格があ
るものもありますし，ないものもある。著作
権などは取得価格はほとんどないのでしょう
が，いわゆる権利に対して，未実現の権利に
対して相続税が課税されて，権利を売却した
り行使したりして所得が発生する時に所得税
が課税されるというのは，論文の一番終わり

に書いたおじいさんの話と同じなんですね。
　そういう場合に対して現在の制度で計算し
た場合，これはご批判があると思うのですが，
ものすごく極端な場合で計算をしています。
ですので，こういう場合は理論的には確かに
110％になるというのをいいたかったわけで
す。減価償却どうこうというのは，翌年それ
らを全部除却した場合，損失になるのかどう
か，そういうのはあまり考えずに書いてしま
いました。これは特許権とか実用新案権とか
意匠権とか，そういったもので説明すればよ
かったのですが，その点については申し訳な
いと思っています。
　また，生命保険金と同様に一部非課税にす
べきだと考えるのか，とおっしゃる点につい
てはまさにその通りで，どうこれを解決すれ
ばいいのか私も分からない。現在のところ分
からないということです。

相続前後の譲渡による差異

谷口　それでは３点目ですが，相続前に譲渡
がある場合と，後に譲渡がある場合とで状況
が同じであるとは必ずしもいえないように思
われます。なぜかというと，譲渡対価が同じ
であっても，適用税率が異なったり，金銭の
現在価値の存在があるからです。なぜ常に同
じだと考えられるのでしょうかという質問で
す。
福岡　この質問については，前提として譲渡
前と譲渡後の税率は同じと考えます。そして，
譲渡価格も同じであるといった場合に，説明
できない不合理な差が生じているということ
をいっています。すべての取引が譲渡前と譲
渡後が同じといっているわけではないんです。
　それと，金銭の時間的価値の存在について
は，要するに変動するということだろうと思
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うのですが，これはその通りだと思います。
それはどうしようもないのですが，ただ取得
費に加算することによって将来の所得税の税
率がどのように変わったとしても，二重に課
税されるというか，不合理な課税を排除する
ことはできるのではないかと思っています。
小塚　私が疑問に思った点は，必ずしもその
状況が同じとはいえない場合についても，取
得費加算というものが機能することになるの
ではないかということです。これは合理性の
問題かも分かりませんが，課税の公平等に影
響してくる可能性はないのでしょうかという
ことが気になっています。つまり，不合理な
ことを排除するために，別に区別してもよい
はずの場合であっても，ある種過剰な救済を
してしまうことにならないか。そういった点
をどのようにお考えなのかが私の疑問です。
不合理なものを救えないよりは，やはり不合
理なものを救う方に法は作られるべきである
ということがあるかもしれませんが，その点
についてのお考えをお聞かせいただきたいと
いうことです。
福岡　質問がよく聞き取れなかったので，も
う一度ゆっくり言っていただけますか。
小塚　不合理な場合を救済するために取得費
加算を機能させようということですが，「無期
限の」ということはよく分かるのですが，逆
にそうなりますと，実際には譲渡前後で一緒
とはいえないような異なる状況が，例えば全
く譲渡するつもりはなかったけれども，何十
年かした後に売った。その時にたまたま，そ
の前に相続税があったことによって取得費の
加算が行われる。これが救済の対象になるべ
きかどうかというのは議論の余地が出てくる
と思うのです。このような場合はやはり状況
が異なっていると私は思うのですが，不合理

な二重課税とまではいえないような場合につ
いても，救済するべきなのでしょうかと。つ
まり，不合理な場合を救済するためには，必
ずしも不合理とはいえないかもしれない場合
も，ちょっと余分に救済してしまうことがあ
るかもしれないけれども，やはりその方が好
ましいとお考えなのでしょうか。
福岡　余分な場合を救済してしまうという状
況がどういう状況なのかが，あまり想像でき
ないのですが。現在の取得費加算というのは
そういう制度になっていますよね。取得費加
算が取得価格も含めたところで，相続税評価
額で税率を計算して加算しますので，本来控
除すべきではない。取得費というのは譲渡所
得の時に控除するわけですから，相続税を取
得費も含めたところで税額を計算して加算し
てしまうと二重加算になってしまうという問
題があります。ですので，利益部分だけ。い
わゆる被相続人の取得価格と相続税評価額と
の差額の部分の相続税を取得費加算としてす
ると。それをしますと，本来不合理でないよ
うな部分まで救済してしまうというか，加算
になってしまうということは考えにくいので
はないかと私は思っていますが，具体的にど
ういう場合でどんな事例が出てきて，その取
得費加算制度によっておかしなことになるの
かが分かれば教えてください。
小塚　私はまだ現実に何か考えているわけじ
ゃないのですが，相続が行われる前の譲渡と
同じ結果になるようにというところから出発
されていましたので，それがどんどん期間が
延びていくとなると，状況が変わってくる場
合があるのではないのかと。そのような場合
は，救済の対象にはならない可能性があるの
ではないかという疑問があります。現実にど
のような場合に不合理があり得るか等につい
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ては，私ももう少し考えたいと思います。
福岡　相続前に売った場合と，相続後に売っ
た場合の相続税と所得税の合計に差が生じる
というのは，この問題を考えるきっかけでし
た。ですので，すべての場合に対して取得費
加算すれば全部解決しますよということでは
ないのですが，現在考えられる方法としては，
先ほど青栁先生が指摘されましたように，い
わゆる相続時に譲渡所得税を課税するという
のが一番理論的には正しい方向だろうと思い
ますが，色々困難があるので事後的に解決す
る方法がベストではないかなと，私なりに考
えたところです。

管理支配基準について

谷口　それでは福岡会員に対する質疑応答は
これで終わります。続いて渡辺会員に対する
質問に移ります。債務確定に関する質問がい
くつか出ていますので１つずつ読み上げてい
きます。まず関東地区の青栁達朗会員から，
次の質問が出ております。
　原価については債務確定がない場合でも損
金算入ができるのは恣意性が入り込む余地が
ないからであると述べておられますが，費用
についても所得操作の可能性がない場合には，
債務確定を緩やかに解してもよいとする説に
立った場合，管理支配基準との関係はどうな
るのでしょうか。22条４項により修正されて
いると考えられるのでしょうかということで
す。
青栁　要は管理支配基準というのは，違法・
無効な場合だけに限って特別に修正している
ものであって，債務の確定とは直接関係ない
という考え方に立っているのかどうか。そう
読めるのですが，その辺がよく分からなかっ
たので。22条４項で修正されているという立

場に立っていますが，つまり支配管理基準に
ついては22条４項であると。片方で，ところ
が債務の確定とは関係ないという文章も中に
書いてあるので，多分関係ないという立場で
いわれているのかを確かめたかったのです。
渡辺　その通りです。関係ありません。
谷口　それでは管理支配基準の方に話が行き
ましたので同じような質問ですが，中四国地
区の小塚真啓会員から次の質問が出ておりま
す。
　法人税において，管理支配基準が妥当する
場合があるとの根拠条文は何でしょうか。22
条２項でしょうか。それとも22条４項でしょ
うかという質問です。
渡辺　２項です。

債務確定と損金算入時期

谷口　それでは債務確定に関する質問に戻り
たいと思います。関西地区の一高龍司会員か
ら２点質問が出ております。
　１点目。債務確定のもとで支出が将来にな
る場合に，現在価値計算ができる，あるいは
すべき場合はないと考えてよいのでしょうか。
金額の合理的な算定との関係で質問しますと
いうことですが，補足はありますか。
一高　要は既存の債務確定基準をどう理解す
るかなのですが，通達を見ると，例えば退職
年金のところで支給すべき時まで引かせない
とか（法基通９-２-29），損害賠償の場合の年
払いの場合にも支払い期まで引かせないとか
（法基通２-２-13），かなり現金主義的な内容
を債務確定基準も実は持っているのではない
かという理解もできるように思うのです。そ
うすると，また裁判例に対する見方も違って
くるのかなと。米国で議論がかなりあったの
に比べて３つ目の金額の合理的な評価のとこ
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ろの議論が日本では少ない。その辺も含めて
先生がどのようにお考えなのかご教示いただ
ければありがたいという質問でした。
渡辺　ちょっとよく聞き取れなかった部分が
ありましたので，正確に答えられるかどうか
自信がないのですが，質問用紙には，「金額の
合理的な算定基準との関係」と書かれていま
すので，金額が合理的に算定できるのであれ
ば，損金算入の可能性はあると思います。
谷口　２点目。平成８年法人課税小委員会報
告は，使用人賞与につき支給時控除を要求し
ています。法人税法22条３項２号は，債務の
確定しない費用・未支出項目の除外規定にと
どまるとの理解に対してはどのようにお考え
になりますかということです。
渡辺　ここも正確に質問の趣旨が理解できて
いないかもしれませんが，除外規定にとどま
るということと，要求するということはどう
違うのでしょうか。
一高　債務確定しているものを必ず損金に算
入するということを22条３項は必ずしも要求
していないのではないかということです。
渡辺　理解いたしました。それは多分両方考
え方があると思うのですが，興味深いのは税
法学290ページの（注）42に挙げた判決です。
ここの部分を読んでいただけると少し私の考
えが分かるかと思います。これは退職金を分
割して支払った事件です。この事件の場合，
退職金額は，恐らく総会決議をした時に決ま
って，債務が確定しているはずなのに，分割
して翌期に払った残り半分は，翌期に損金に
落としてよいという判決が出ていて，その根
拠が公正処理基準だといった内容になってい
ます。この結論を肯定するかどうかにもよる
と思いますが，もしこれを肯定するのであれ
ば，債務が確定した期に支払わなくてもいい

ということになるので，そういう可能性も残
されているのではないかと，今のところは考
えています。

賞与引当金繰入額の損金算入

谷口　次の質問に移ります。中国税理士会所
属の宮本隆之先生から次のご質問が出ていま
す。
　ずばり工場経営者に対する賞与引当金繰入
額は損金算入すべきでしょうか。３月決算，
６月支給を想定したご質問です。
渡辺　理論的にはすべきだと思います。しか
し，実際には報告で述べた通り，施行令があ
りますので，難しいのではないかと思います。
谷口　２点目。賞与は後払いなのでしょうか。
支給日に在職していない社員には支給しない
会社が多いですが，このような場合，期末に
おいて債務が発生しているといえるのか。会
社側の支給対象期間を定めてはいるものの，
これは社員の評価期間であり，支給額は支給
する事業年度の業績予測を基に決定している，
組合と交渉しているのが実情だと思います。
いかがでしょうか。
渡辺　その通りだと思います。なので，後払
いなのかどうかは，ケースバイケースなのか
もしれません。実際には，述べられた例のよ
うに，支給する日に在職していないと，もら
えないところが多いと思いますので，そうい
う意味では債務は確定していないといえそう
です。
宮本　中国税理士会の宮本です。今日はあり
がとうございました。長い間製造会社に勤め
ていまして，賞与の問題については非常に興
味があったところですが，私が勤めていた時
代に比べまして，定年退職で辞める方が非常
に減っていて，定年を待たずして辞める方が
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多分８割以上じゃないかと思います。そうす
ると，賞与は払わずじまいで終わってしまう
人が８割いると。ですから，支給対象期間を
過ぎて辞めても支給日にいなかったらもらえ
ないので，引当てする必要がないのではない
かと思うのですが，世の中すべて引当てが多
いですね。この疑問があるんです。賞与とい
うのは払った時の費用だと思うのですが，世
の中の会計処理を見ていますと，必ず引き当
てているんですね。支給対象期間を作って引
き当てればそれで通っているというのはちょ
っといかがかなと思いまして質問させていた
だきました。
渡辺　もし債務が期末の段階で確定している
とすると，裏側で権利が確定している可能性
が出てきますが，その段階で給与所得として
課税するというのは，普通はないだろうと思
っています。そういう意味からも理論上詰め
ていくと，債務が確定していない場合が多い
のではないかと考えています。

引当金は確定債務なのか

谷口　それでは次に移ります。引当金に関す
る質問ですが，関東地区の山田二郎会員から
次の質問が出ております。
　引当金，退職給与引当金や貸倒引当金廃止
の傾向について，税法が企業会計から離れる
場合には理由が必要であるとされていますが，
引当金はその本質が確定になじまない費用，
確定している債務ではなく，確定になじまな
い費用に該当するものと考えておりますが見
解をお聞きしたいという質問です。
　それから，22条４項では，原則として法人
税法は公正な会計基準依存主義を採用してい
ますが，引当金を廃止することは課税ベース
の拡大であり，債務確定主義に関連性はない

と考えておりますが，この点についてもお考
えをお聞きしたいということです。
山田　読んでいただいたペーパーに大体いい
尽くしているのですが，若干付け加えますと，
債務の確定ということでご報告をいただいた
のですが，そもそも引当金というものが確定
になじむものであるのかどうかを基本的に考
えていく必要があると思うのです。渡辺会員
は引当金も確定になじむものであるという前
提にお立ちになっているのでしょうか。それ
とも引当金というのは，確定になじまないも
のであるけれども，しかし，他の費用と同じ
ように考えようという発想でご報告をされた
のか教えていただきたいと思います。
渡辺　今の先生の選択肢でいうと後者の方に
入ります。つまり，確定にはなじまない，そ
もそもなじむものではないと考えています。
この報告の準備のために，条文の括弧書きは
なぜ付いているのか，つまり「債務の確定し
ていないものを除く」という括弧書きがなぜ
あるのか，いくつか調べてみたのですが，ほ
とんどの本において引当金を除く趣旨だと書
いてあるわけです。武田昌輔先生のコンメン
タールにもそのように書いてあります。つま
り，債務確定基準は，引当金を除くためにあ
るのだと多くの本で書かれているのを受け入
れるとすれば，その部分において引当金と債
務確定は関係します。山田先生がおっしゃっ
た通り，性質において引当金は，そもそも債
務は確定していないものですから，そうする
と債務が確定していないものを除くといって
しまうと，全部引当金は除かれてしまうわけ
です。そこで除いておきながら，今度は別段
の定めでもう１回入れ直しているという建付
に，条文上はなっています。
　なぜそんな面倒くさいことをするのかとい
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うと，会計上の引当金を全部認めるわけには
いかないけれども，税法上認めるべき引当金
は認めるのだ，ということで別段の定めが置
かれていると，説明されております。そこで，
私も一応その説明を前提に，本日の報告をい
たしました。
　しかし，やり方としては，税法学の305ペー
ジの（注）121にあるような方法もありえたか
もしれません。武田先生の少し古い本ですが，
ここで債務確定基準に関する規定の仕方は，
「立法技術的な問題であって，たとえば，すべ
て引当金は損金の額に認めることとし，別段
の定めとして税務運営上の面から，これを制
限する方式も考えられる」という，全く逆の
やり方もあり得るのだと書かれています。立
法論としては，それはそれであり得るのでは
ないかと考えています。
山田　前半はお答えいただいたのですが，も
う１つ尋ねたいのは，先ほどもペーパーを読
ませていただきましたが，税法が企業会計か
ら離れる場合には，理由の説明が必要だとお
っしゃっているのですが，そもそも企業会計
から離れる場合，その離れる理由が課税ベー
スの拡大ということであるなら，私は特に理
由は必要はないと思うのですが，税法が企業
会計から離れるような場合には，理由が必要
であるとあえておっしゃるのはどういうこと
でしょうか。
渡辺　引当金との絡みで課税ベースの拡大の
理由がいるということです。なぜ課税ベース
を拡大しなければいけないかということと，
引当金廃止との関係についての理由があれば
いいと思います。引当金をここで取り上げた
のは，結局課税ベースを拡大して税率を下げ
るという政策目的が先にあって，そのターゲ
ットとして引当金が狙われたにすぎないよう

に私には思えたので，そうではなくて，引当
金を設定することにより，債務が確定してい
ない費用を，例えば企業が自己資本のように
長期間にわたって扱うことが好ましくないと
いう，かつての退引の時の議論ですが，そう
いうのをもっと前面に押し出すのであれば，
もう少し分かりやすかったのだろうというこ
とです。

「管理支配基準」の概念

谷口　続きまして，TFK事件に関するご質問
がいくつかあります。引き続き関東地区の山
田二郎会員から次の質問が出ています。
　TFKに関連して管理支配基準に基づく課税
の維持から，債務が確定しても損金算入でき
ない損失とされていますが，管理支配基準と
は何ですか。過払金返還について債務が確定
していれば，現実の返還前の段階であっても
損金算入ができるのではないでしょうか。国
に対する過誤納金返還請求権はどのように考
えられますか。
山田　管理支配基準に基づいて，課税の維持
から債務が確定していても，損金算入できな
い損失であるとおっしゃっているのですが，
管理支配基準という概念が曖昧だと私は思っ
ているんです。管理支配基準という概念は判
例で使われたものですね。家賃の増額請求権
の時に，いわゆる計上時期に幅があるという
概念だと私は理解しているのですが。その概
念を持ってこられて，管理支配基準に基づく
課税の維持から債務が確定していても，損金
算入できない損失だと。管理支配基準をどの
ように使っておられるのかご説明いただきた
いのです。
渡辺　私自身もここは悩みました。先生のご
指摘の通り，賃料増額請求の判決では管理支
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配基準による課税が肯定されていたと認識し
ています。管理支配基準という，この言葉が
一人歩きすることには，私も反対です。この
部分については，301ページの（注）106とか
107のあたりに触れています。結局，平成18年
の最高裁判決が出たことによって，権利確定
基準において課税をしていないことになって
しまいました。グレーなものがクロになって
しまったからです。その時点で過去を遡って
見れば，権利の確定していないものを武富士
はもらっていることになります。その利得に
ついて課税が行われていることになりますか
ら，実際に過払金をもらっているという意味
で，管理支配という言葉を使いました。
　しかし，管理支配基準一般を維持するとい
うことは，私自身もなかなか賛成しがたいと
ころがあって，そこが税法学でいうと「管理
支配基準という曖昧な基準による課税をなぜ
維持する必要があるのか」と書いた部分にな
ります。それについては，結局「管理支配基
準に基づく課税一般を擁護しているのではな
く，包括的所得概念に基づいて，無効な行為
からの利得，とりわけ違法な所得への課税を
維持するために，現実の返還が要求される」
という反論がありえるのではないか，という
ように書いたところです。なので，管理支配
基準そのものを擁護しているつもりはありま
せん。
　それからもう１つ，ついでにここで申し上
げておきたいのは，私も実はこの判決には批
判をしていまして，別の論文になりますが，
どうにかしてこの過払債権者たちを救えない
かということを九州大学の法政研究に書きま
した。（注）108に載せている論文です。ここ
で，過払債権者たちに何とかお金を戻してあ
げられないかということを考えてみたのです

が，２つの論文で重複して同じことは書けな
いということもあって，今回の税法学では，
お題である債務確定基準との観点から書いて
みました。そのことで，むしろ私がこの判決
を全面的に肯定しているのではないかという
印象を与えたとすれば，それは本意ではあり
ません。
　最後に，これは山田先生がおっしゃるかと
思って準備をしていたのですが，（注）98に
「個人病院に対する未返還債務及び加算金が必
要経費に計上できないとされた事例」という
ことで，先生がジュリストに書かれておりま
す。ここで，まさにそのことをご指摘なさっ
ているんですね。そして，民法上の不当利得
返還請求の対象とすべきではないかというこ
とをジュリストの138ページにお書きになられ
ていて，私もそういう可能性があるのではな
いかということを先ほど述べた別の論文にお
いて論じています。したがって，決してそう
いう考察を全部すっ飛ばして，管理支配基準
だから全部課税を維持しろという立場ではな
いということを申し上げたいと思います。
　ただ，この評釈について（注）98で，判決
の論理及び結論についてはおおむね肯定する
見解が多いと書いて私は引用しているのです
が，先生は明確に判旨の一部に反対と書かれ
ていて，今おっしゃっているような民法上の
不当利得返還請求の対象にするべきではない
かといって，武富士のこの事件を引用されて
います。もしかしたら，おおむね賛成という
ところも山田先生は，いや，私は賛成じゃな
いといわれるかもしれないと思うので，そこ
の部分の私の書き方が，少しミスリーディン
グだった可能性があり，反省しているところ
です。
山田　弁解はいたしませんが，最後に書いた
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ところで繰り返しになるかも分かりませんが，
TFKは国に対して過誤納金の返還請求権を持
っておりますね。そうするとその損失の関係
をどのようにお考えになっているのか。脇道
にそれますが，損失という問題を考えるにつ
いて，国に対する過誤納金の返還請求権との
関係ではどのようにお考えか，お教えいただ
けるとありがたいと思います。
渡辺　ここに書いてある民法上不当利得返還
請求権があるのではないかということですよ
ね。先生がここで書かれていることについて，
武富士事件に限っては，そういう考え方もあ
ってもいいかもしれないと思っています。
　ここで考えたことは，武富士が結局うまく
行っていた時に，国も税収という面で恩恵を
受けたし，武富士の当時の従業員や株主，株
主といっても家族だったりするわけですが，
そういう人たちに武富士の利益というのがば
らまかれたわけです。国もそのうちの１つで
すから，じゃあ過払だとされた段階で，国だ
けなぜ過去の税金を返さないといけないのか，
という反論は出てくるかもしれないなと思っ
ていました。しかし，訴訟資料を見ると，管
財人は国だけじゃなくて色々なところに請求
の訴訟を起こして，返してくれといっていま
す。そういう意味で，国もその１人，一利益
者だと考えていて，そういう前提で返還に応
じる義務があるのではないかと考えています。
　そのことに関しては，さっきの法政研究の
論文に書いていたことですが，法人税という
所得課税の世界において，国は共同出資の招
かれざるパートナーだといわれています。こ
れはアメリカのアンドリュース教授の文献に
書かれていることです。すなわち，法人が儲
かった時は，法人税の課税という形で利益の
分け前にあずかることになるので，その儲け

が存在しなかったことが判明したにもかかわ
らず，法人税を返還せずに保有し続けるので
はフェアとはいえないということです。何よ
り，その儲けが存在しないことを実質的に確
定させたのは，武富士ではなく，同じ国の機
関である裁判所です。これこそがこの事件の
持つ特殊性であって，仮に制度上は例外的な
扱いであったとしても，更正の請求あるいは
不当利得返還請求が認められる理由がここに
存するように思えるというようなことを，そ
の論文では書きました。

国税通則法と法人税法の解釈の順序

谷口　それではTFK事件に関してのご質問と
して，関西地区の田中治会員から４点。３点
と見るべきか４点とみるべきか分かりません
が。１つずつお答えいただきたいと思います。
　まず１点目は，TFK事件は特別の更正の請
求，国税通則法23条２項の可否を巡る争いで
すが，その際にまず法人税法の規定，22条４
項を適用して先決すべきだろうかというご質
問です。10年前の申告が後発的に違法となる
場合，なぜ損失が確定する当該年度が問題に
なるのでしょうか。これも併せてお答えくだ
さい。
渡辺　質問の趣旨が正確に理解できていなか
ったら先生がフォローしてくださると思いま
すが，22条４項を適用すべきとして，そこで
前期損益修正が出てくるとすると，結局勝て
なくなるので，それがいいかどうかは分かり
ません。
　ただ，更正の請求の前の段階，実際に過払
金を返さないと，結局そこをクリアしないと
先に進めないのではないかと最初は思ってい
ました。もっとも，これは会社更生法の適用
事例であり，更生決定を受けて，つまり裁判
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所の認可を受けて話が進んでいるわけです。
その意味で債務は確定していると考えました。
しかも，過払債権者に返そうと思っても返す
お金がないわけですから，そういう前提の下
で考えたら，過払債権者救済という観点から，
そこをクリアして，先に進めてもいいのでは
ないかということを，先ほど申した別の論文
で触れました。過払債権者救済という特殊性
から攻めていって，そして次に22条４項だと
いうことでいいのではないかと思いますし，
さらにいうと，裁判所も結局そう考えてくれ
たのではないかなと。何も触れていないので
すが，裁判所は少なくとも返していないから
駄目だとはいっていませんので，そのように
考えて先に進んでくれたのではないかと理解
しています。
田中　渡辺さんが考えていらっしゃる考え
方・結論と，おそらくほとんど差がないので
はないかと思っています。その上で解釈の方
法論として，この事案にとどまらず，考え方
としてどう考えたらいいかなということです。
結局，基本的な争点は，国税通則法23条２項
がこの事案に当てはまるかどうかということ
で，いわゆる特別の更正の請求で，当初申告
に係る事実と違った課税標準等が後で裁判等
によって確定するという条文があって，結局
その「判決」というものに会社更生の最終段
階の決定というのは恐らく当たるのだろうと
思うんです。
　そうすると例えば10年前の当初申告で，１
兆円の儲けを前提として3,000億円の法人税を
払っていたのが後発的に違法になった場合に，
それを23条２項で判断すればいいじゃないか
というのが素朴な発想なんです。その場合に，
国側の主張も裁判所の判断も，その23条２項
を論じる前提というか，先決問題として，そ

もそも法人税法の実体法上で損失が生じてい
る場合，どう処理をするのかという論点に焦
点を当て，前期損益修正をするんだと22条４
項論に落とし込んでいったと思うんですね。
それは争いの過程で１つの戦術としてすると
いうのは十分理解可能なのですが，そういう
勝ち負けを抜いた場合の法の解釈の仕方とし
て，通則法23条２項と，法人税法の22条２項
ないし４項との関係を，解釈論として，ある
いは解釈する順番としてどう考えたらいいの
かというのは，私自身も確たる結論がないの
で，渡辺会員が今の段階でもし何かお考えが
あれば教えていただきたいということです。
渡辺　田中先生とはこの話を別の機会にした
記憶があるので，先生が何をお考えなのかは
私なりに理解している前提で，（注）110に田
中先生のご論考を引用して，このあたりを考
えてみました。なので，ご質問は，通則法の
23条２項の特別の更正の請求の判断の上で22
条４項をどう解釈するかという問題だと判断
しました。
　ただ，22条４項というのは非常に漠然とし
たものですから，結局そこに落とし込んだと
ころで，また迷路に入り込む可能性はあると
思います。これは先ほど管理支配基準につい
て述べたところですが，判決においてお金を
返していないから駄目だという判断が出たな
ら，それについての議論ができたのですが，
実際には，管理支配基準の問題を問わずに先
に行った，つまり更正の請求の是非に行った
ように見えますので，この前期損益修正の問
題は残されていると思います。ただ，本報告
のテーマである債務確定とは直接関係がない
と思って，それ以上は触れておりません。
　それから，今，田中先生がおっしゃった，
例えば１兆円の儲けがあって3,000億円の法人
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税が取られましたと，その後，１兆円が過払
債務になって，仮に3,000億円を国が武富士に
還付したところで，武富士は過払債権者に１
兆円は返せないわけです。だから，武富士側
の主張はおかしいという批判があるのも理解
しています。それについても，先ほど述べた
法政研究には書きましたが，それでもやはり
3,000億円でも返してあげないと，過払債権者
は困っているわけですから，そこを本件の特
殊性ということで何とかできないかというこ
とです。
　そして，すべてにおいて22条４項に持って
いって迷路に入るわけではなくて，その場合，
場合において，適切な処理があり得るだろう
といういい方で，遡れる可能性をどこかに見
つけたかったというのが私の考えです。
　さらにいうと，企業会計原則だけではなく
て，今は色々な会計基準が出てきていますの
で，どれをとるかという問題もあるわけです
が，それらを含めても，この件では救えるよ
うな会計基準がないか，もしくは，そのよう
な会計基準がなくても，公正妥当という中身
に法人税独自の考え方，税法独自の考え方を
入れて，過払債権者を救わなければいけない
ケースに当たるのではないかということを考
えて，先ほどの別の論文は書きました。

「公正妥当」とは

谷口　それでは田中会員からの質問があと３
点ありますが，今22条４項の公正妥当の意味
についても触れられましたので，この22条４
項の公正妥当の意味について中四国の小塚真
啓会員から質問が出ておりますので，こちら
の質問にお答えいただくことにします。
　この公正妥当というのは，課税の公平が達
成されることを要請するものでしょうか。仮

にそうであるとすると，この場合の課税の公
平は，法人税について観念されるものでしょ
うか。それとも所得税・法人税に共通して観
念されるものでしょうかというご質問です。
渡辺　まず後者の質問は，法人税法上の規定
ですから，法人税の話だと理解をしています。
公正妥当については，（注）105に書きました。
今，少し触れましたが，公正妥当とはどうい
う意味なのか。これは企業会計でいっている
意味をそのまま受け止めるべきだという考え
方と，税法独自の考え方をそこに入れてもい
いという考え方と大きく２つに分かれるし，
さらにそのバリエーションもあると思います。
なので，ここをどうするかというのは多分議
論が分かれてくると思っています。
　そこで，谷口会員のテキストを税法学では
引用しています。谷口先生は，公正妥当とい
うのはもっぱら企業会計の観点から見た公正
妥当を意味するとはっきり書かれています。
こういう考え方もあるし，私自身は，もう少
し踏み出して，法人税独自の考え方というも
のもあってもいいのかなとは考えており，こ
こはいろいろな議論があり得るところではな
いかと考えています。
谷口　それでは田中会員の質問に戻ります。
　先ほど22条４項の規定を適用して，先に決
定すべきかどうかというご質問だったのです
が，先に決定すべきであるとしても，田中会
員はそう思われないということなのですが，
仮にそうだとしても公正妥当な会計処理基準
は現金の支払を求めてはいないように思われ
ます。にもかかわらず現金の支払を要件とし
て求める根拠は何でしょうか，というご質問
です。
渡辺　これもさっき説明した税法学301ペー
ジの（注）107のところになるわけですが，結
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局，法人税法上の規定がなかったんですね。
所得税法でいうと，51条２項と施行令141条３
号がある。報告でも取り上げた診療報酬の不
正請求の事件があって，私自身はあの結論を
おおむね肯定しています。もう１回，念のた
めに申しておきたいのですが，今はまず一般
論を述べています。TFKという固有の問題の
場合は，その特殊性を重視して私は救うべき
だと思っていますが，ただ，一般論からいう
と，個人の事業所得の場合と法人税の場合は，
やはり同じ結論が好ましいだろうと思ってい
ます。そうだとすると，所得税に規定がある
ものが法人税にないというのは，これは法の
欠缺だからやらなくていいと判断するのも１
つだと思いますが，私はそこを何とか同じ結
論に落ち着かせようとするために，何か解釈
上の方法があるのではと考えて，苦し紛れか
もしれませんが，22条４項に行き着きました。
　さらにいうと，やや逆説的ですが，所得税
法には法人税法22条４項の規定がないから，
51条２項を置く必要があったのではないか，
ここまでいえるかどうかははっきりと自信が
あるわけではないのですが，一応（注）の104
に書いております。それから，奥谷先生との
やり取りでも出てきたところですが，所得税
の規定というのは，結局消費の部分があるの
で，所得税では，損失の全部を引けるわけで
はないのですが，法人税法というのは原則的
に損失を引いてよい作りになっているので，
そういう意味では，22条３項がずっと広く作
られています。
　これに対して，所得税法は，損失について
いろんな規定を細々置いているわけですが，
かえって法人税法は置かなくて済んでいる部
分があるようにも思います。だからといって，
22条４項を融通無碍に使っていいのかという

と，もちろんそうではないと思います。例え
ばSVC事件みたいなものについても，最高裁
は22条４項で片を付けました。つまり，パブ
リックポリシーを使わずに，22条４項で脱税
工作のための支出についての損金性を否認し
たわけです。しかし，そういう時に22条４項
を苦し紛れに使うのが果たしていいのかどう
かというのは考えるべきです。ですから，そ
の後の改正で，55条５項を作ったわけですが，
そういう意味で22条４項というのは，ものす
ごく広い規定ですから，使う時はちゃんと基
準を１つひとつ立てていかないといけないだ
ろうとは考えています。
田中　所得税法の51条に引き付けて法人税の
22条を考えるというのは，私は話が逆だと思
います。むしろ，制度的にいうと所得税の規
定内容の方が問題があるという思いがありま
す。そうすると，22条４項でいう公正妥当な
会計処理の考えというのは，現金主義はあま
り想定していなくて，むしろTFKにおいて，
債務が確定すると，過払債権者に現金を払っ
ているかいないかは問わずに，債務ないし損
失がそこで確定したということで，結果とし
て後発的に10年前に支払った3,000億円が払い
過ぎになった。そういう論理を導くべきだと
思います。22条４項でいっている本来の会計
の処理基準を，いわゆる本道を通るべきでは
ないかと思っています。その際に，なぜ現金
を払っているかどうかが要件になるんだとい
うのはずっと気になっています。金子先生の
テキストにも，それが書いてあるんですね。
つまり，現金を払えば何とかこの場合には救
われたかもしれないと，管理支配基準にも関
係しますが，私は22条４項でいっている，会
計でいう一般にいう公正妥当な処理基準でい
うと，むしろ現金の支払ではなく債務ないし
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損失の確定を優先すべきではないかという思
いがあるので，そのような質問をさせていた
だきました。
渡辺　ありがとうございました。それでよろ
しいのではないでしょうか。つまり，私は22
条４項を２つの部分で使っていて，管理支配
基準の場合の22条４項は，今その１つ前の質
問に対して答えた通りです。ところが，先ほ
どから話している通則法23条との関係での22
条４項であれば，おっしゃるような考え方も
ありえるのではないかと思います。
谷口　それでは田中会員からの３点目の質問
です。
　TFK，武富士が一定の範囲で違法，あるい
は無効な所得を過去に得ていたことから，現
金主義的に処理すべきだということになるの
でしょうか。TFKが仮に借金することがで
き，一定の金利を支払えば国は過大に徴収し
た税額を還付するというのでしょうか，とい
う質問です。
渡辺　これも既にお答えしたと思うのですが，
結局今の22条４項をどう考えるか。つまり，
通則法の23条の問題に入った後の話になると
思いますから，お答えしていると思います。
　ついでにいいますと，そういうところを本
当は書くべきだったのかもしれませんが，債
務確定というお題からは少し違うと思ってい
ました。それから，先ほどから申し上げてい
る通り，別の論文をもう出してしまっている
ので，税法学の中では引用だけして触れてい
ませんでした。しかし，今のやりとりで，お
答えできたのではないかと思います。

TFK事件における平成18年判決と26年判決

谷口　それでは４点目の質問です。
　会社更生手続にあるTFKが過払金返還につ

いて債務が確定していたとするならば，国が
なおこれに対応する税額を保持し得る正当性
はどのようにして導かれるのでしょうか。過
払金に係る平成18年の最高裁判決の考えと，
TFK事件の平成26年度東京高裁判決とのスタ
ンス，過払債権者に対するスタンスをどのよ
うに考えるのでしょうかというご質問です。
渡辺　これも先ほど述べましたが，そここそ
が本件の特殊性だと思います。結局TFKの資
金繰りが悪化して，更生開始の決定を受ける
直接の原因は平成18年の最高裁判決にあるわ
けです。この判決で，貸金業の規制等に関す
る法律にある債務者が利息等として任意に払
ったものということもできないといわれて，
グレーゾーン金利についてはクロだとなった
わけです。しかし，これは実は平成18年判決
前から巷ではずっと問題視されていたことで
す。
　しかし監督官庁である金融庁は，これを強
制的に止めさせる具体的な行動を積極的に起
こすというよりは，むしろグレーゾーン企業
を黙認していたきらいがあります。これは当
時の新聞等にもそういう記事が載っています。
そのグレーゾーン金利から得た所得というの
は，当然法人税が課されていたわけです。こ
のような観点から見ると，金融庁と裁判所と
税務署という国の機関の積極的もしくは消極
的な関与なしには，こんな事件は起こらなか
ったわけです。TFKは自分の落ち度というよ
りは，直接的には18年判決によって破綻させ
られた面があります。金融庁が当時からグレ
ーゾーン金利を制限ないし禁止していたら，
当該金利を受け取らず，その分に係る法人税
を納める必要はなかったわけですが，実際に
はそういうことがなかったから受け取ってし
まったという特殊性がある。だからこの点で
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は，国はそのお金を保持する権利がないとま
でいい切る自信はありませんが，そういう特
殊性があるという前提で税金を返すことがあ
ってもよいのではないかというのが私の意見
です。
　今回，税法学で書けなかったことをもう１
ついわせていただくと，これは少し感情論が
入っているかもしれませんが，結局，武富士
というのはああいうワンマン経営でどこの金
融機関にも属さなかったからこそ倒れたわけ
です。他の大手の金融機関というのは，子会
社に消費者金融を持っていて，今回はその親
会社が子会社を破綻から救ったわけです。そ
うすると，そこからお金を借りていた人たち
は過払金の返還を受けることができて，武富
士から借りた人たちが受け取ることができな
いという，この不公平があると思っています。
　しかし，消費者金融からお金を借りる人は，
そもそも救済に値にしないという意見もある
かもしれません。これも実は少し調べてみて
分かったことがあります。消費者金融からお
金を借りる人は，ギャンブルなどの浪費のた
めにやっているのかと最初は思ったんです。
でも，この事件について調べてみるとそうで
はない人の方が多いのです。例えば，中小企
業の代表者が個人の名前で会社の運転資金を
借りるとか，個人の事業主が資金繰りのため
に借入を行う場合とか。それ以外にも家族の
医療費や冠婚葬祭費，子どもの入学金，授業
料などです。大学の授業料は今高いですから
ね。そういう100万円ぐらいのお金を一括で支
払えなかったり，あとは交通事故の示談金と
か，そういうお金を銀行が貸してくれないか
ら，こういう消費者金融に手を出した人が思
ったより多いんです。
　そういう人たちは，結局貯蓄額が少ない低

所得者ですから，お金を借りないといけない。
しかし銀行は貸してくれないから武富士に行
った。中小企業も結局手形が落ちないから借
りに行った人たちがいる，ということが分か
りました。ですから，そういう真面目な人た
ち，過払金債権者というのは，結局，高い利
息を真面目に返済してきたから過払金になっ
ているわけですから，そういう真面目な人た
ちもたくさんいるのだということを前提にし
て，この事件に限っては救ってあげたらいい
のではないかと考えました。
谷口　それでは関連しまして，関東地区の青
栁達朗会員から，次の質問が出ております。
　TFK事件においては，債務が確定している
との理解のようですが，更生計画の認可によ
り債務が確定したと理解しているのでしょう
か。更生債権の届出により債務が確定したと
理解しているのでしょうかというご質問です。
渡辺　前者です。

債務確定時点は「管理支配」か「管理の状
態」か

谷口　それでは，中部地区の伊藤雄太会員の
質問を取り上げたいと思います。
　債務確定しても損金算入できない損失に関
して，債務が確定した段階でそれは管理支配
ではなく，単なる管理の状態になると捉える
べきではないでしょうか。すなわち預り金・
過払金の類だと考えるべきではないでしょう
か。制限超過利息を収受時点では，返還する
意思を有していないため，管理支配基準によ
り益金にされますが，返還債務として確定し
た債務に，弁済すべき債務として損金算入を
認めるべきであろうと思われます。
　さらに平成18年最高裁判決がグレーゾーン
金利の無効を認め，過払金返還請求が多く行
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われるようになった時点で，納税者も返還す
べきことを認識していたと考えられ，その時
点以降は管理支配の状態ではなく，単なる管
理の状態にあったと捉えるべきではないかと
考えられると思います。このように考えれば，
債務が確定していても損金算入できない状態
は相当回避できるのではないでしょうか。先
生のご見解をお聞かせいただきたいというご
質問です。
渡辺　これも考え方の問題だと思います。先
ほどの山田先生とのやりとりでも出ましたが，
管理支配基準というのは非常に曖昧なもので
すから，その中身をどう捉えるかということ
になろうかと思います。したがって，管理の
状態であっても，それは管理支配基準とどこ
が違うのかという意見もあり得ると思います。
　もう少し具体的な話をすると，じゃあ過払
金が預り金と同じじゃないのかというと，そ
う考えることもできるかもしれませんが，私
はそこまでは考えていません。返すつもりが
あればいいのだというのは，先ほどの現金を
返さないとそこから先に進めないという議論
の繰返しになりますからこれ以上はいいませ
んが，例えば窃盗犯が捕まって盗んだお金を
返していない。返そうと思うけど，まだ返し
ていません。お金は返さないけど，返すつも
りがあるから，その段階で税金を引いてあげ
ていいかというと，それは違うと思います。
武富士のケースに限っては，私は救ってもい
いと思っていますが，一般論としては管理の
状態であっても，税法上は控除あるいは還付
できないという場合はあり得ると考えていま
す。

法人税の消費税化

谷口　それでは最後に，法人税の将来像とい

うことかと思いますが，関東地区の青栁達朗
会員から次の質問が出ております。
　法人税のキャッシュフロー税化，あるいは
消費税化していくのかという問題に関して，
現状はどの程度消費税化していると認識され
ていますか。どこまで進めば消費税化したと
いえるのでしょうかというご質問です。
渡辺　（注）121のことだと思うのですが，そ
こで書いた通りです。ここも程度の問題だと
思います。どの程度消費税化していると認識
されているかというと，過去よりはそういう
感じになってきたといえるだろうという程度
でしょうか。個人的には所得課税を維持する
ものが法人税だと思っていますので，必ずし
もそれを望ましいとも思っていません。お答
えになっているでしょうか。
谷口　それでは，本日出されました質問につ
いてはすべてお答えいただきました。また非
常に円滑に進みましたので，少し時間が余っ
ています。今日の質疑応答を踏まえて，３人
の報告者の方にそれぞれコメントをいただけ
ればと思います。
奥谷　中四国地区の奥谷です。たくさんの質
問をいただきまして，またご指摘もいただき
ましてありがとうございました。非常に大き
なテーマの中で，私自身まだ十分にできてい
ないところをご指摘いただき，理論的な部分
で十分に検討できていない点，実務的なとこ
ろへの影響という部分が検討できていないと
いう課題，非常にたくさんのご指摘をいただ
いたと感じております。
　必要経費を控除するということが，純所得
課税が応能負担原則と財産権保障との関わり
では非常に重要な意味を持っている。そして
それを捉えていくために，私はとりあえず基
因原則という考え方が非常に重要な示唆を与
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えてくれる。そういった可能性を有している
ものであるということを確認させていただき，
非常に勉強になりました。大変貴重な機会を
いただきました。ありがとうございました。
福岡　私も今回質問をいただきまして，全然
考えていないようなところまで質問をしてい
ただいて，ああ，なるほどと思いました。あ
りがとうございました。
　昨日も，実はレセプションの時に質問をさ
れたのですが，長崎年金二重課税訴訟という
のは，二重課税訴訟ということになっていま
すが，これは二重課税の問題ではないのだと
今更ながら思ったわけです。要するに将来控
除すべき所得税を控除しないで，そのまま所
得税と所得税をかけて，その制度の不合理な
面があって，それが極端になると100％を超え
てしまう。だから，おかしいのだというつも
りで書いたと思っていたわけですが。まさに
二重課税の問題と所得税法９条１項15号の問
題と混同されて論議してきたのだなと改めて
思いました。非常に私も今回勉強させていた
だいて，うれしく思っています。ありがとう
ございました。
渡辺　私も債務確定基準について，もう一度
色々考え直す機会をいただけたことは大変良
かったと思っています。それからTFKの事
件，武富士の事件について，私が債務確定と
いうタイトルについて書かなければいけない
と思ったため，債務確定と関係ない部分につ
いては，この事件について十分に書いていま
せんでした。せめて報告では少しでも触れる
べきであったのかもしれないと反省しつつも，
シンポジウムの中での色々なやりとりを通じ
て，自分の考えをお話する機会をいただけた
ことも大変よかったと思います。
　最後ですが，昨日の懇親会の時に，私のス

ライドの赤字が少し見にくかったというご指
摘をいただきました。この点はお詫びしたい
と思います。実際に後方に行って確認をした
のですが，目がよくないと見えづらかっただ
ろうと思います。それから，これも懇親会で，
スライドにある写真はいったい何でしょうか
というご質問をいただきましたので，お答え
いたしますと，最初の写真はここの会場です。
２番目の写真は広島カープのマスコット，３
番目の写真がお好み焼き，４番目の写真がも
みじまんじゅう，５番目の写真が牡蠣，最後
は宮島となっていました。最後は学問とは関
係のないコメントになってしまって申し訳あ
りません。
谷口　スライドで広島観光もできたシンポジ
ウムだったのではないかと思います（笑）。本
日のテーマ，「税法上の経費控除をめぐる法的
諸問題」について，３人の報告者の方から非
常にすばらしい報告と，また今日，会場の皆
さんとも非常に深い，あるいは広い質疑応答
ができて，皆さんにとっても非常に有益であ
ったし，報告者にとっても有益であったと思
います。３人の報告者の方に改めてお礼を申
し上げたいと思います。拍手をお願いいたし
ます。
　皆さんのご協力によって非常に円滑に進め
ることができました。拙い司会ではありまし
たが，ご協力ありがとうございました。
奥谷　それでは閉会のご挨拶を宮谷理事長代
行から頂戴します。よろしくお願いします。
宮谷　宮谷でございます。第106回大会が終了
しようとしています。２日間にわたり貴重な
る討論・議論・問題提起，そして将来にわた
りまして，大きな問題になるなということも
気づかせていただきました。いかんせん私自
身はもう後期高齢者ですので，その解決がで
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きるかどうか危惧しています。また，奥谷先
生をはじめとして，中四国の先生方による慎
重なる準備の上，十分なる成果があったと，
衷心よりお礼申し上げます。ありがとうござ
いました。
　来年は，役員会でも決まりました，大阪大
学におきまして６月10日と11日，土日曜でご
ざいます。シンポジウムのテーマは「租税回
避をめぐる法的諸問題」です。谷口会員を中
心として，詳細に議論された問題点であろう

と思います。これもまた生々しい問題でござ
いますので，皆さんと再会できますことを期
待しています。以上，お礼かたがた再会を期
して挨拶に代えたいと思います。ありがとう
ございました。
奥谷　ありがとうございました。２日間ご苦
労様でした。これで第106回日本税法学会大会
総会を終わらせていただきます。ありがとう
ございました。


